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『 令和２年度秋田県看護連盟 始動 !!  』　
　　　秋田県看護連盟　会長　草彅　真子

　仲秋の候、会員の皆様には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
　平素から連盟活動へのご支援ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

　９月16日に秋田県出身の菅義偉内閣総理大臣が誕生しました。秋田県民にとりましては、とて
も名誉な事と心からお慶び申し上げます。

　思えば今年の1月、中国武漢市でコロナウイルス感染症が発生し、その後世界的に、爆発的に
感染拡大しました。日本でも全国に広がりを見せ、医療物資の不足する中、看護職の皆さまは緊
張と大きな不安や恐怖を抱きながらも、医療の最前線でそれぞれの立場で力を尽くしてくださっ
ている事に心より敬意と感謝を申し上げます。

　さて、秋田県看護連盟では、この新型コロナウイルス感染症に対応している看護職、医療職に
対して、４月、６月の2度にわたり4項目についての要望書を県へ提出いたしました。
　6月の2項については、県内の感染者に直接関わった看護職へのWebアンケートの結果を基に
要望したものです。要望書提出においては、秋田県の看護を守る議員連盟の先生方のご支援をい
ただき、佐竹敬久秋田県知事の手元に直接渡すことができました。多くのマスコミにも取り上げ
ていただき、医療現場の声を社会に届けることもできました。そして、要望書に対する県の取り
組みとして「慰労金の支給」や「宿泊費の補助」「PCR検査に要する経費補助」等を実施する旨
の回答を草彅宛にいただいております。これらについては、現場の皆さまの手もとにしっかりと
届くこと、助成制度を活用されることを見届けてまいります。

　また、このコロナ禍に鑑み、通常総会の開催は中止し「書面決議」という形式のもと、提出議
題は全て可決成立いたしました。ご協力いただきました皆さまにはこの場をおかりして感謝申し
上げます。おかげ様で、令和2年度秋田県看護連盟事業も始動する事になりました。今年度の重
点目標は第1に組織の強化・拡大を掲げ、会員数の増加実現に向け活動してまいります。8月に第
1回役員合同会議を開催し、目標達成に向けた活動方針を討議する事
が出来ました。その際、看護職代表議員、たかがい恵美子参議院議員
が当日電撃来秋してくださいました。たかがい議員からはコロナ禍に
おける最新の国の状況をお話ししていただき、役員からは今の現場の
問題を生の声で届けることができました。そして、9月には今年度初
の研修会「トップ・リーダーセミナーⅡ」を十分な感染対策のもと開
催いたしました。このような状況にあるからこそ、現場の皆さまの思
い、悩みを共有できる場を提供できたと思っております。

　今後もWithコロナ、Afterコロナにおける新た
なアタリマエの活動を模索しながら活動してまい
ります。会員の皆様には一層のご理解とご協力を
賜りたくよろしくお願い申し上げます。



（2） 第 92号

令和２年度　秋田県看護連盟事業計画　 重点方針　みえる活動、行動する会員、確かな組織
目的 目　　標 方　　　針 活　　　　　　　動

組　

織　

の　

強　

化　

・　

拡　

大

1.会員数の増
加

１）令和２年度の会員目標
数の設定

①県看護協会会員数の秋田県看護連盟への入会率を前年度より１％
引き上げ39％を目指す
②連盟会員数の目標数を2,750名とする

２）看護協会・看護連盟同
時入会促進

①新採用者オリエンテーション、基礎研修等などで入会を促す
②看護協会役員の連盟加入を働きかける

３）看護連盟入会の促進と
退会防止

①看護大学・看護専門学校教員へ入会を働きかける
②医療機関以外で働く看護職や潜在看護職へ連盟加入を働きかける
③看護協会員の多い施設で連盟未加入者の多い施設を訪問し入会を
働きかける
④定年退職者に「継続入会説明用紙」を活用し継続加入を働きかけ　
　る
⑤復職者（産休・育休・病休等）に再入会を働きかける

４）ＯＢ支部の設立準備と
活動の支援　

①県内３カ所でＯＢセミナーを開催する
②ＯＢセミナー開催時、会員入会窓口を設け継続手続きを促す

５）若者層、学生会員の確
保

①若手研修会に学生の参加を促し入会を働きかける
②看護学生説明会(出前ポリナビ)を開催し学生会員の入会を働きか
ける

2.広報活動の
強化・充実

１）ナーシングナウキャン
ペーンへの積極的参加

①広報グッズ(バッチ・Ｔシャツ)などを効果的に活用する
②地方議員の「看護体験」一斉行動を秋田県で実施する

２）連盟活動の周知徹底 ①県広報誌「連盟あきた」を年２回発行する
②ホームページを毎月更新し、適時・適切に情報を提供する
③都道府県看護連盟会長通信、中央役員会議事録等の活動・情報を、
適宜施設看護管理者へメール配信する

３）自律した会員の育成 ①県役員、支部役員が帯同して施設訪問を実施し、連盟活動の周知
を図る
②機関誌アンフィニ、各種グッズを活用し支部ごとに施設会員へ周
知する
③未入会施設の看護管理者に働きかけ、連盟活動の理解を得る
④各級選挙に積極的に参加する

3.組織の適正
な運営管理

１）秋田県看護連盟規約等
に基づいた効率的な運営

① ｢秋田県看護連盟活動マニュアル｣ を活用し役割遂行に努める
②組織運営のための規約・申し合わせ事項等を適宜見直し、安定的
な運営に努める
③諸会議の円滑かつ効率的な運営を行う
④三役（Web）会議を実施し、情報共有と経費節減を図る

２）財政の健全化と適正化 ①費用対効果を見極め、経費節減に努める

4.看護協会及
びその他の
関係団体と
の連携・協
働

１）秋田県看護協会との連
携

①県看護協会役員との合同会議を開催し、看護政策について議論す　
　る
②看護協会の認定管理者研修の ｢看護と政策｣ の講義を継続する
③県看護協会総会・看護連盟総会に協会長、連盟会長が相互に参加
する

２）医療関係団体、介護関
係団体、その他の支援団
体との連携

①各支援団体との交流の機会をつくる
②訪問看護ステーション、老人保健施設、介護福祉施設への訪問の
機会をつくり、連盟活動について広報活動を行う

３）看護系教育機関との交
流の促進

①看護教育機関への訪問の機会をつくり、連盟活動について広報活
動を行う
② ｢看護教育者懇談会｣ を開催し情報交換・共有を図る

5.県及び支部
組織活動の
強化・促進

１）自律した会員の育成を
目指した研修の推進

①支部長・県役員・青年部委員対象の研修会を開催する
②リーダーセミナーを２回/年を開催する
③連盟活動の理解を深め、行動につながる効果的・効率的な研修会
を開催する

２）各支部会員のモチベー
ションの強化

①会員（個人・特別）他、非会員も参加しやすい支部研修会を開催
する
②看護職国会議員・地方議員等と医療・看護を語り合う場を設け、
議員との交流を深める
③看護職国会議員のビデオメッセージを活用する



（3）第 92号

目的 目　　標 方　　　針 活　　　　　　　動

組　

織　

の　

強　

化　

・　

拡　

大

6.若手会員の
育成

１）若手会員の活用の促進 ①役員・委員等に若手会員を登用する
②青年部委員会は、若手会員が連盟の役割と政治活動参加の必要性
を理解できるよう、効果的なワークショップを開催する
③新人向け基礎研修の講師や ｢出前ポリナビ｣ を青年部が積極的に
実施する
④青年部委員会活動への支援

7.ブロック活
動への協力

１）ブロック協議会の活性
化

①ブロック協議会５回/年、会長・幹事長会議１回/年に出席し情報
交換を図る
②ブロック戦略会議２回/年に出席し情報交換及び連携を強化する
③山形県開催の ｢北海道・東北ブロック看護管理者 看護教育者等
政策セミナー｣ に参加する
④ブロック青年部代表者会議に参加し、ブロック青年部と情報共有、
連携強化を図る

8.現場の課題
への対応

１）現場の声等の意見・提
言などの速やかな対応

①研修アンケートを活用し、｢現場の声｣ を集約し、看護職議員他
関係議員に届ける
②ホームページを活用し、問題解決に向けての対応について会員に
周知する

政　

治　

力　

・　

政　

策　

実　

現　

力　

の　

強　

化

1.看護職国会
議員の選出

１）第26回参議院議員選
挙における組織内候補者
を支援する

①組織内候補者の講演活動を展開する

２）看護職国会議員の確保 ①看護職国会議員の名前及び活動状況を周知する
②岡山県看護連盟、京都府看護連盟の支援を強化する
③広報誌・ホームページ・活動報告・都道府県看護連盟会長通信の
メール配信等により各議員の活動を周知する

３）公職選挙法の遵守 ①コンプライアンスに基づいた活動のための「手引書」を有効活用
する

2.看護政策の
実現

１）政策実現力の強化 ①県選出国会議員の政策説明会等に参加し連携を密にする
②「秋田県の看護を守る議員連盟」との連携を強化する
③看護管理者等政策セミナーを通して政策提言力を強化する

２）現場の声の把握 ① ｢現場の声｣ を集約し、看護協会と協働し行政・議員へ働きかけ
る
②現場における課題を明確にし解決に向けて対応する

3.看護を理解
する国会議
員の確保と
支援

１）県選出の国会議員との
連携の強化

①看護連盟と国会議員との交流の場を持つ
②支援している国会議員との連携を図る
③看護政策に理解を示す国会議員に看護政策をアピールする

4.地方議会、
地方行政へ
の影響力の
強化

１）｢秋田県の看護を守る
議員連盟｣ との連携促進

①地方議員に看護政策の必要性をアピールする

２）地方議員との情報交換
と活動支援

①地方議員との交流の場をもうけ、連盟に対する理解を深める
②地方議員の活動を支援する

３）地方議会・行政との情
報交換

①議会本会議や委員会を傍聴し、地方行政の看護政策に関する情報
を積極的に入手する
②看護政策実現のために地方行政へ働きかけをする

5.地方議員の
擁立と支援

１）地方議員候補者の発掘
と育成

①県議、市議等への立候補者への支援を行う
②秋田県政治団体が実施している若手育成プログラム等に参加する

２）地方議員との連携強化 ①地方議員の活動に積極的に参加する

会
員
の
福
祉
の
充
実

1.災害への対
応

１）災害発生地の被災状況
の確認と支援

①被災地の現状を把握し国会議員、関係団体へ伝達・支援に協力す
る
②被災支部の看護連盟活動を支援する

2.慶弔への対
応

１）規約に基づく対応 ①災害見舞い、物故者への弔慰、叙勲等受章者への対応をする

3.諸問題への
対応

１）会員の安全の保証 ①コンプライアンスに基づく政治活動・選挙運動のための情報交換
を行う
②諸般の疑問・問題には、専門家と相談し速やかに解決する
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 新 ス ロ ー ガ ン新 ス ロ ー ガ ン 
「届けよう看護の声を！ 私たちの未来へ」
　日本看護連盟は創立60周年を機にスローガンを一新しました。会員からの公募をもとに
つくられました。
　（ちなみに応募した秋田県の会員は優秀作としてプレゼントをいただいております）
　このスローガンを皆さんに知っていただくために２種類のポスターができました。職場
などで見かけたら、ちょっと立ち止まってご覧いただけたら嬉しいです。

日本看護連盟は　看護が抱える問題を　本質から探り
政治を動かし　よりよい社会をつくります

目指すのは　看護の力で健康な社会　そのために必要なのは何なのか？

答えはいつも　現場にあります　あなたの声が力になります
心をひとつに　いま届けよう

明るい看護の未来のために　明るい日本の未来のために
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県主催の研修会は青字で示した４事業となりました。
今後はWithコロナ、Afterコロナにおける新たなアタリマエの活動を模索してまいります。
最新情報はホームページに掲載いたしますので、時々アクセスしてみてください。

令和２年度　秋田県看護連盟　事業・研修会　計画
研修名 日　時 テ　　ー　　マ 講　　　師 会　場

秋田県通常総会
特別講演会

5月30日(土)
13:30 ～ 15:30

「国民の健康と生活を支える看護職に期待
される役割～看護の力で健康な社会を～」

日本看護協会
会長　福井トシ子 氏 秋田キャッス

ルホテル「看護の未来」 参議院議員
髙階恵美子 氏

役員･支部長･青
年部委員研修会

6月19日(金)
14:00 ～ 16:00

楽しく活動しよう！ 草彅会長、松村幹事
長、藤原幹事 秋田拠点セン

ターアルヴェ
連盟活動の理解を深めよう！

第１回会員研修会 7月19日(日)
10:00 ～ 12:00

楽しく学ぼう！連盟活動 日本看護連盟幹事
前田和哉氏 (予定) 秋田キャッス

ルホテルリーダーセミナー
Ⅰ

7月19日(日)
13:00 ～ 15:00

看護と政治 ～身近なことと捉えよう～ 日本看護連盟常任幹事
長沢恵美子氏 (予定)

看護管理者研修
会

9月19日(土)
13:00 ～ 15:00

看護職の働き方改革について

リーダーセミナー
Ⅱ

10月24日(土)
13:00 ～ 15:00

新支部長オンラ
イン研修

7月17日(金)
13:30 ～ 15:30

楽しく活動しよう！
連盟活動の理解を深めよう！

草彅会長
松村幹事長

連盟事務所／
各施設

トップ・リーダー
セミナーⅡ

9月19日(土)
13:30 ～ 15:00

「今どきの若者 どう育てる❢」
『発達障害の理解とかかわりから学ぼう』

菅原病院
院長　菅原和彦 氏

秋田キャッス
ルホテル

第２回会員研修会 未定 県北

未定 県央

未定 県南

北海道・東北
ブロック

看護管理者・看
護教育者等政策
セミナー

11月21日(土)
13:00 ～ 16:00

看護管理者・看護教育者の政策意識の向上
を図る

日本看護協会常任幹事
岡島さおり氏

ホテルメトロ
ポリタン山形
　　(山形市)

1）看護管理者・看護教育者の政治への関
心を高める

日本看護連盟会長
大島敏子氏

11月22日(日)
9:00 ～ 12:00

２）看護協会・看護連盟それぞれの役割を
理解し、組織強化に協力できる

国際医療福祉大学
大学院教授 島崎謙治氏

弁護士　水谷英夫氏

令和２年度
日本看護連盟通
常総会

11月30日(月)
12:30 ～ 15:30

代議員　６名
役　員　３名

東京プリンス
ホテル

ポリナビ
ワークショップ

12月6日(日)
13:00 ～ 15:30

『看護職も政治に興味を持ちませんか？』 未定 秋田キャッス
ルホテル

各支部主催の所管内病院・クリニック・施設職員対象の研修会はすべて中止することにいたしました

修正；OBセミナー〔県北・県央・県南〕として開催予定　詳細未定
　　　　～～ホームページでお知らせします～～

延期開催；6/5(金)予定を延期

修正；トップ・リーダーセミナーⅡとして開催

新規

中止

中止

中止
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秋田県庁３階第一応接室にて看議連の会長、幹事長、事務局の
先生方とともに堀井副知事に手渡ししました。

秋田県議会棟２階自民党会派事務所にて看議連の鈴木会長(中
央)に要望書を提出。右手前はこの度の要望提出にご尽力いた
だいた鈴木真実県議会議員。

自民党新型コロナウイルス対策本部長代行　鶴田有司議員(中
央)は、このために横手市から駆けつけてくれました。

要望書を提出しました要望書を提出しました
令和２年４月21日(火） 11時45分～ 12時00分令和２年４月21日(火） 11時45分～ 12時00分

　新型コロナウイルス関連の政策要望活動についてご報告いたします。
秋田県看護連盟は佐竹敬久秋田県知事、鈴木洋一秋田県の看護を守る議員連盟(看議連)会長、金田勝年
自民党秋田県連新型コロナウイルス対策本部長に下記の要望書を提出いたしました。
❶「新型コロナウイルス感染症対応している看護職に対する危険手当の支給等について」
❷「妊娠中の看護職員の休業に伴う代替職員の確保について」
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記者団の囲み取材
（第１弾はもっと大勢でした）

連盟からは伊藤副会長、鎌田
第５支部長、事務局が同行

「秋田県の看護を守る議員連盟」の会長、幹事長、事務局の４名の県議
の先生方とともに佐竹秋田県知事に要望書を提出

第２弾　要望書を提出しました第２弾　要望書を提出しました
令和２年６月18日(木） 15時15分～ 15時30分令和２年６月18日(木） 15時15分～ 15時30分

県内の感染症指定病院では、３月から
５月末までに16人の陽性患者の入院
を受け入れ全員無事退院しました。そ
こで直接関わった看護職にアンケート
調査を実施しました。結果、自身が感
染しているかもしれないという不安の
中で職場に復帰していたこと、また患
者及び医療従事者が誹謗中傷に苦悩し
ている実態がわかりました。そこで、
６月18日、佐竹秋田県知事に次の要
望書第２弾を提出しました。❸「感染
患者に直接関わった医療従事者全員に
強制的にPCR検査を公費で実施された
い」❹「医療従事者及び感染者に対す
る誹謗中傷について対策を講じていた
だきたい」
後日、草彅会長宛に秋田県健康福祉部
保健・疾病対策課より回答をいただい
たので、次ページに掲載します。
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秋田県の看護を守る議員連盟秋田県の看護を守る議員連盟とと
秋田県看護連盟秋田県看護連盟とのとの意見交換会意見交換会

日時；令和2年7月7日(火)11時20分～11時50分
会場；秋田県議会棟２階 自民党会派会議室

　秋田県の看護を守る議員連盟(以下看議連)会員の自民党
県議会議員26人全員の参加のもと、秋田県看護連盟8人と
の意見交換会が開催されました。鈴木真実事務局次長司会
のもと、鈴木洋一会長より意見交換会開催にあたり挨拶が
あり、連盟からは、連盟活動について報告しました。特
に、今般の新型コロナウイルス関連の活動において、二度
にわたり県へ要望書を提出する事ができた（要望書内容・
提出時の様子はホームページも参照ください）のは、看議
連のお力添えがあっての事と感謝の言葉を伝えることもで
きました。第2波・3波への対応に備え、今回入院患者を
受け入れた施設のみならず、現場における看護職は疲弊し
ている状況にあると訴えました。それらに関連する多くの
質問も飛び交い、活発な意見交換、情報提供の場となりま
した。

開会挨拶；会長 鈴木洋一県議

質問；「妊婦看護職の代替確保は？」

（手前）秋田県看護連盟役員　　（奥）看議連26名の県議の先生方 質問；「誹謗中傷対策の具体案は？」

　　「現場では次の第２波に備え対策している。
　　　　　　待機要員は精神的に追い詰められている」

（後列）自民党青年局８名の皆さんと
（前列左より）田中青年部委員長・伊藤副会長・草彅会長・

藤原幹事・鈴木真実看議連事務局次長
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「新しい生活様式」「新しい生活様式」を取り入れましょうを取り入れましょう

「不当な差別、偏見」「不当な差別、偏見」をなくしましょうをなくしましょう

新型コロナウイルス感染症の終息まではかなりの長丁場となりそうです。気を張りすぎても疲れるので
「新しい生活様式」を実践しながら「うまく付き合っていく」くらいの気持ちでいるのがいいかもしれ
ません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参考資料：新しい生活様式（厚生労働省）

憶測やうわさ話による個人特定や団体への誹謗中傷、SNSへの心ない書込みなど「ハラスメント」は名
誉棄損になり悪質なものは訴訟となることもあります。
特に、皆さんの命の最後の砦、医療・看護関係の方を大事にしてください。
改めて冷静で慎重な行動をお願いします。　  　　　　　　引用：秋田県ホームページ 知事メッセージ
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令和２年度  秋田県看護連盟 新支部長オンライン研修　　

開催日；令和２年７月17日（金）13時30分～15時30分
方　法；ビデオ会議ツールZoom（ズーム）によるオンライン研修
対　象；今年度新任支部長

参加数；７名〔北秋田・上小阿仁支部長、能代・山本第１支部長、能代・山本第２支部長、秋田・臨海第２支部長、大仙・仙北支部長、横手第１支部長、湯沢・雄勝支部長　　　　〕
日　程；13:00　Zoom招待　セッティング
　　　　13:30　開会
　　　　 　　　自己紹介
　　　　13:45　講義「楽しく活動しよう！」
　　　　 　　　講師　秋田県看護連盟　会長　草彅　真子
　　　　14:30　休憩
　　　　14:40　講義「連盟活動の理解を深めよう」
　　　　 　　　講師　秋田県看護連盟　幹事長　松村　良子
　　　　15:10　意見交換・質疑応答
　　　　15:30　終了　閉会

≪報告≫
　この度の研修でカメラ越しではあるがようやく
新支部長との対面が叶いました。各支部施設から
の参加が６名、職場にネット環境がなく事務所に
来所しての参加が１名でした。
　草彅会長の講義は、看護協会と連盟の「看護は
一つ」同じ目標に向かって社会貢献すること、看
護界の歴史と看護職議員の成果、第25回参議院
選挙と連盟の課題等について話され、「働いてよ
かった。自分の目指す看護ができる」職場環境を
目指して、現場の声を国政に届ける活動をしま
しょうと結ばれました。松村幹事長は『秋田県看
護連盟活動マニュアル第４版』をテキストに具体
的な活動について〔政治活動と選挙運動について、
支部長さんへのお願い①～③等〕講義されました。

≪オンライン研修へのアンケートより≫
・新たな試みで初体験であった。緊張はあったが
良い方法と思った。今後の連盟研修もオンライ
ン研修（施設別）でも良いのではないかと感じ
た。

・今後、新型コロナ感染症の発生状況にもよるが
遠方からの会議参加や交通手段を考えると、リ
モートでの研修や会議を増やしてもらいたい。
・同じ場所にはいないが講義を共有している感じ
は充分にあった。
・院内のシステム担当の方が快くやってくださり
研修を受けることができた。
・コロナの状況で集合研修には抵抗ある。人数に
制限はあるかもしれないが慣れていけばいいと
思った。

会長講義・事務所内研修風景 リモート中パソコン画面
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令和２年度  秋田県看護連盟 トップ・リーダーセミナーⅡ
「今どきの若者 どう育てる「今どきの若者 どう育てる❢❢」」

開催日；令和２年９月19日（土） 13時30分～15時00分
会　場；秋田キャッスルホテル４F 矢留の間
対　象；看護管理者・役付看護職・看護教員（会員・非会員）
参加数；103名〔会員75名、非会員7名、役員21名〕
講　演；テーマ　『発達障害の理解とかかわりから学ぼう』
　　　　講　師　特定医療法人荘和会 菅原病院　院長 菅原和彦 先生
日　程；13:00　受付
　　　　13:30　開会
　　　　 　　　たかがい恵美子参議院議員 ビデオメッセージ
　　　　13:35　講義
　　　　14:35　質疑・応答
　　　　14:50　アンケート記入
　　　　14:00　終了　閉会

≪報告≫
　「今どきの若者　どう育てる！」というテーマ
に先生は、発達障害の理解とかかわりを学ぶこと
で対処できると暗示する内容であった。今の若者
は発達障害と思われる人が増えてきていることを
示唆しているようにも思えた。
　昔の若者は「新人類」と言われ、今は「宇宙人」
と言われる人が増えているが、今の自分が若者を
理解できないからそう言うのであって、今の若者
を知って対処することで「宇宙人」と思っていた
人が「普通の人」に変わるのではないか。「今ど
きの若者」と思うのは自分であって、きちんと学
んで理解して見方を変えて関わっていくことで仲
間として育てていけるということを学んだ気がす
る。今どきの若者を問題視するのではなく、自分
の若者への見方を変えていかなければと感じた。

　記；工藤
　※概要は総会要項にて報告します

≪セミナーアンケートより≫
・実際に新人に携わるうえでポイントとなること
も多く、勉強になりました。
・新人教育に悩んでいたので、‘あの子もそう
だったのか’とか、あのスタッフもこれだから
こう対応したら良いのか、と思えば自分が楽に
なれるんだと思えた。
・スタッフの特徴を捉えて、良いところを見つけ
ることが大切だと再確認した。
・新人指導のみならず人間関係にも役立つ内容
だった。
・医療現場でも教育する現場でも“ふつう”に近
づくことの困難な人も多く、治療中の人もいま
すが、我々も変わる努力が必要なのですね。こ
ういう時代の人たちが入職してくることを看護
現場の管理者が知れた事が良かったと思いま
す。
・実際にいる職員とつながった。今後よりその職
員を理解するうえで役立てたい。

質問は現場の切実な悩み菅原院長の講演髙階議員ビデオメッセージ
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北秋田・上小阿仁支部長　　山　田　悦　子
　北秋田・上小阿仁支部長として2年間務めさせて頂きました。
看護連盟活動について分からないことが多く、県役員、事務局の皆様には大変お世話になり、心から感謝
しております。様々な連盟行事や選挙活動に携わることで、支部活動でも連絡員と連携を強化し、会員の
増員や活動への参加に繋げることができました。
　今後は一会員として参加させて頂きます。2年間お世話になりました。ありがとうございました。

能代・山本第１支部長　　野　村　優　子
　看護連盟活動を行っていく上で、施設リーダーの方々に、看護連盟の活動内容を伝えることと重要性
を理解して頂くことの難しさがありました。
　看護の現場が変わるためには『法律や制度の改善が必要であり、歴代の看護の代表の方々がどれだ
け尽力をされてきたか』ということを改めて感じました。
　今、新型コロナウイルス対応で苦慮されていることとは存じますが、今後とも看護連盟活動が周知さ
れ、支部活動の強化が図れることを祈念しています。

退任役員・支部長あいさつ

能代・山本第２支部長　　伊　藤　志　保
　支部長を1期3年努めさせて頂き、今年で退任という決断を致しました。支部役員を数年経験しては
おりましたが突然支部長という大役を賜ることとなり、多くの不安を抱えたままのスタートであったこ
とを思い出します。知識・経験共に少ない私でしたが、役員皆さんの暖かい御支援のもと、何とか任期を
全うすることが出来ました。昨今の医療看護を取り巻く情勢は厳しいものがあり、今こそ連盟会員が一
丸となり現場の声を挙げていく必要があります。今後は後方支援の役割を担い連盟活動に尽力して参
ります。有難うございました。

秋田・臨海第２支部長　　坂　本　彰　子
　１年間という短い期間ではありましたが、看護連盟の活動を通して看護職として働き続けることが出
来るような労働環境の改善や、魅力ある職場作りなど、考えさせられることがたくさんありました。
　既存にとらわれず柔軟な発想力のある若い会員が増え、会員が一丸となって進んでいけるよう、今後
も自分なりに発信していきたいと考えております。

大仙・仙北支部長　　髙　橋　真理子
　看護連盟活動を通し、多くのことを学ばせて頂いた3年間でありました。 看護政策実現のために看
護連盟が果たす役割を伝え、人との繋がりの大切さを感じ、会長はじめ役員の皆様、そして連盟会員の
皆様と共に活動できたことに感謝致します。2020年菅総理誕生、私達の働き方も変わるでしょう。新ス
ローガン「届けよう看護の声を！ 私たちの未来へ」のもと、看護連盟がますます一丸となって強い力を
発揮できるよう今後も協力していきたいと思っております。

横手第１支部長　　佐　藤　千鶴子
　支部長として６年間務めさせていただきました。その間二度の選挙があり、会員の皆さまの多大なる
ご協力のもと成果を収めることができました。改めて感謝申し上げます。
　さて、昨今の新型コロナウイルスの流行という困難な状況の中、皆さんの活躍を見聞きするたびに同
じ看護職として誇らしく感無量な思いでおります。この課題はまだまだ続くとは思いますが今後の益々
のご活躍をお祈り申し上げます。ありがとうございました。

湯沢・雄勝支部長　　佐　藤　美奈子
　お世話になりました役員・会員の皆様に心からお礼申し上げます。看護連盟の活動に関わることで多
くの出会いと学びがありました。看護の現場を良くするためには政治の力が不可欠です。そのために自
分が何をすべきかを考え、皆様と共に行動できたことは組織と自己の成長につながり、大変有意義な時
間でした。支部長の任期は終了しますが、今後も会員として連盟活動に参加してまいりますのでよろし
くお願いいたします。3年間ありがとうございました。
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北秋田・上小阿仁支部長　　菅　原　久美子
　この度、北秋田・上小阿仁支部長を務めさせて頂くことになりました。支部長として分からない事が多
く、役割、責務の重さに戸惑いを感じております。私自身、学びながら、また、皆様より、ご指導いただきな
がら、看護連盟の役割・活動を会員・非会員へ理解していただけるよう努めていきたいと思っております。
　「届けよう看護の声を。私たちの未来へ」一人でも多くの会員を増やしていけるよう頑張ってまいりま
す。

能代・山本第１支部長　　赤　塚　悦　子
　今年度から、能代第1支部の支部長を務めさせて頂く事となりました。
　看護連盟活動については、分からない事も多い状況ですが、役員の皆様方からのご支援を受けなが
ら、支部長としての役割を務めていきたいと思います。
　看護連盟のスローガンである「届けよう看護の声を！私たちの未来へ」を基に、会員の声を看護連盟に
届けられるように、活動を進めたいと思っています。今後ともよろしくお願い致します。

能代・山本第２支部長　　加　藤　美由紀
　コロナ禍の影響で、例年であれば定期的に行われていた研修や会議も中々開催できない状態で私の
活動は始まりました。看護連盟の事務局の皆様はじめ他支部長の皆様のお力を借り自分のできる限りの
力を発揮したいと思っております。
　まだまだ、何を行動におこせばよいのか見えない部分もありますが、現場スタッフに看護連盟の活動を
知ってもらい、現場スタッフの声を吸い上げ届けることで未来のより良い看護を考えていきたいです。

秋田・臨海第２支部長　　菊　地　優　子
　新型コロナウイルス感染症が秋田でも増えるのではないかと心配をしながら新年度がスタートしまし
た。先日、研修会で髙階先生より、私たちの現状を聞いて頂き、医療現場だけではなく看護学生、労働者・
住民健診の今後の状況について教えて頂き、心強さを感じました。看護連盟の活動を理解し、会員の皆
様や地域の方に伝えられるよう努力したいと思います。皆様のご指導、ご協力を宜しくお願いします。

大仙・仙北支部長　　藤　村　美　幸
　この度、大仙・仙北支部長を務めさせて頂くことになりました。
　支部長の責務に不安を感じておりますが、看護師が生き生きと働き続けられるように連盟活動を広め、
『看護の声を 私たちの未来へ届ける』ために皆様と共に活動していきたいと思います。
　皆様のご指導・ご協力を宜しくお願いいたします。

横手第１支部長　　阿　部　美賀子
　2020年度支部長に任命して頂きました。連盟活動について、不勉強なうえ新型コロナの発生が重な
り、支部長としての心構えも不十分なままのスタートとなってしまいました。今まで通りの活動を行う事は
困難と思われる状況ですが、秋田県出身者である菅総理大臣が誕生した記念すべき年です。様々な困難
を乗り越えていくためには政治の力が必要です。微力ではありますが努力して参ります。ご指導よろしく
お願いいたします。

湯沢・雄勝支部長　　伊　藤　美香子
　今年度より、湯沢・雄勝支部の支部長を務めさせて頂くことになりました。今年度は、新型コロナ感染症
のため例年と同様の活動が難しい状況となっております。制約された状況の中で看護連盟の活動をどう
進めていくかは難しい課題ですが、県役員、事務局、先輩支部長の皆様と相談しながら活動していきたい
と思っています。会員の皆様よろしくお願い致します。

新任役員・支部長あいさつ
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全国の仲間とつながっていきましょう全国の仲間とつながっていきましょう
看護に関するニュース・トピックスをはじめ、研修案内や政策に関することなど、

日々の現場で役立つ情報をお届けします。
看護師の“知りたい”をつなぐコミュニティサイトです。

看護連盟入会のご案内
会員の皆さまが看護連盟の力です。あなたの入会が活動を支えます。
“現場の声を国政に届けましょう”“仲間の輪を広げましょう”

会費　　日本看護連盟会費　　5,000 円（年間）
　　　　秋田県看護連盟会費　3,000 円（年間）

　　　　　　　計　　　　　　8,000 円（年間）
〔正会員は (＋看護協会費 )、特別会員は看護協会員でない方〕

＊賛助会員は１口 1,000 円 ( 年間 )
　　　　　　〔何口でも可〕
＊学生会員は無料
〔機関紙・広報誌・講演会案内します〕

R2.8 月末会員数　2,554 名〔目標 2,750 名〕　　看護協会入会比率　37.1％
入会のお申込み、お問い合わせは 秋田県看護連盟 ℡ 018-867-7474　Fax 018-867-7477

　新型コロナウイルス感染症対応のため会員の皆さまには肉体的にも精神的にも大変な
毎日を過ごされていることとお察しします。連盟も通常総会の書面決議やオンライン研

修など初体験をしております。今後も新しい生活様式を実践しながら少しずつ活動を拡大させたいと考えて
おります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記；鎌田

編集後記


